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期限付き付帯割引契約（基本料金無料特典） 低圧用（選択約款） 

 

Ⅰ 目的 

1 適用範囲 

本期限付き付帯割引契約（基本料金無料特典）（以下「本契約」という）は、静

岡ガス＆パワー株式会社（以下「当社」という）の電気供給約款（50Hz地区 低圧

用および60Hz地区 低圧用）（以下「電気供給約款」という）に定める需給契約に

よって電気の供給を受けるお客さまのうち、本契約の適用条件を満たす場合に適用

いたします。 

 

2 契約の成立 

契約成立日は、お客さまから申込を受けた日以降であって、当社が所定の手続を

終了した後に定めた日といたします。なお、当社はお客さまに契約成立日をお知ら

せします。 

 

3 契約期間 

契約期間は、需給開始日から3か月後の月末日までといたします。本契約による料

金の適用期間は、需給契約の需給開始日から3か月後の月末日が含まれる料金算定

期間の終了日まで（以下「本適用期間」という）といたします。なお、本適用期間

の終了にあたっては、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の

書面交付は行いません。 

 

4 契約の廃止及び解約 

 当社は、次に定める状況となったときに、本契約を解約いたします。その場合

の適用廃止日は次のとおりといたします。 

イ 電気供給約款に定める需給契約が終了したとき 

電気供給約款による需給契約の終了の日。 

ロ お客さまが本契約の適用条件を満たすことができなくなったとき  

適用条件を満たさなくなった日の直後の検針日。当該検針日までの間に需

給契約を解約した場合は、イで定める日。 

なお、ロの場合、当社は、お客さまの契約の内容が変更になったことをお知らせ

します。 
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5 契約期間終了後の取扱い 

（1）お客さまがすでに本契約による期限付き付帯割引の適用を受けたことがある

場合、新たに当該期限付き付帯割引の適用を受けることはできません。 

（2）お客さまは、契約期間終了後も、本適用期間の開始日が属する月の翌月を起算

月として、12か月目の月の一般送配電事業者による検針日まで（以下「最低利

用期間」という）は、電気供給約款に定める需給契約に基づく電気の需給を継

続しなければならず、本項は本契約終了後も、最低利用期間が終了するまで有

効とします。 

 

6 料金の計算方法 

（1）本適用期間中は電気供給約款にて定めた料金のうち、基本料金についてⅡ章で

定める割引額に従って割り引きます。 

（2）本契約以外に、付帯割引契約、業務用・産業用付帯割引契約などにより割引を

適用している場合には、本適用期間中は本契約に定めた割引額のみを適用いた

します。 

（3）料金算定にかかる事項は電気供給約款に定める方法によります。（4）料金計

算における単位ならびに端数の取扱いについては、電気供給約款に定める方法

によります。 

 

7 その他定めのない事項 

（1）その他本契約に定めのない事項については、電気供給約款に定める方法により

ます。 

（2）当社は、本契約を廃止することがあります。この場合、当社は一定期間、廃止

のお知らせを当社ホームページに掲載します。 

 

 

Ⅱ 期限付き付帯割引メニュー 

8 基本料金無料特典 

（1）適用条件 

お客さまが基本料金無料特典の適用を受けるためには、以下のイ、ロ、ハおよ

びニで定める条件を満たしている必要があります。 

イ 2026年6月1日から2026年7月31日までに、新たに電気供給約款に定める需

給契約を締結していること。なお、お客さまが当該期間中に当社の需給契約

を解約し、再度当社に同一地点で需給契約を申し込んだことが判明した場合

を除きます。 

ロ イの申込に基づく需給契約が2026年6月1日から2026年9月30日までに開
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始していること。 

ハ イの需給契約の契約種別（料金プラン）、契約電流または契約容量が、本

適用期間中、次のいずれかを常に満たすこと。 

・おうちプラン1   

・おうちプラン2 

・節約応援プラン 

・うちっち500プラン  

・おうち電化プラン1（50Hz地区）  

・おうち電化プラン2（50Hz地区） 

・おうち電化プラン（60Hz地区）  

ニ 本適用期間の開始日から最低利用期間が経過するまでの間、電気供給約款

に定める需給契約に基づく電気の需給を継続すること。 

（2）割引額 

基本料金に対して、以下の割引額を適用します。 

ただし、基本料金を日割計算する場合、およびまったく電気を使用しない場合

であって基本料金が半額となった場合、割引金額はそれぞれの同額といたします。 

契約電流、契約容

量、契約電力 
割引額（50Hz地区） 割引額（60Hz地区） 

おうちプラン1 

30A 935.25円 963.42円 

40A 1,247.00円 1,284.56円 

50A 1,558.75円 1,605.70円 

60A 1,870.50円 1,926.84円 

おうちプラン2 

1kVAにつき  311.75円  321.14円 

節約応援プラン 

3kW 1,170.54円 1,194.42円 

4kW 1,560.72円 1,592.56円 

5kW 1,950.90円 1,990.70円 

6kW 2,341.08円 2,388.84円 

7kW以上の場合1kW

につき 
 390.18円  398.14円 

うちっち500プラン 

3kVA 935.25円 963.42円 

4kVA 1,247.00円 1,284.56円 
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5kVA 1,558.75円 1,605.70円 

6kVA 1,870.50円 1,926.84円 

7kVA以上の場合

1kVAにつき 
 311.75円  321.14円 

おうち電化プラン1 

30A 806.55円 ― 

40A 1,075.40円 ― 

50A 1,344.25円  

60A 1,613.10円 ― 

おうち電化プラン2 

1kVAにつき  268.85円 ― 

おうち電化プラン 

3kVA以上10kVAまで ― 1,538.14円 

10kVA以上の場合

1kVAにつき 
―  278.24円 

 


